
『
延
喜
式
』

記
載
の
木
漆
器
ー
笥
と
庶
笥
I

従
来
、
器
物
名
の
考
証
や
器
物
そ
の
も
の
の
研
究
は
、
考
古
学
上
で
取
扱
う
そ
れ
と
比
べ
て
か
な
り
貧
弱
で
、
い
わ
ば
有
職
故
実
の
分
野

で
処
理
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
文
献
記
載
の
器
物
名
称
と
、
出
土
遺
物
や
遺
例
、
あ
る
い
ほ
絵
画
資

料
中
の
そ
れ
と
の
照
合
が
容
易
で
な
く
、
名
称
を
決
定
し
難
く
、
ま
た
慣
例
や
現
行
器
物
名
称
に
基
づ
い
て
呼
称
・
分
類
す
る
こ
と
に
さ
ほ

ど
の
不
都
合
を
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
歴
史
時
代
遣
跡
の
発
掘
、
例
え
ば
中
世
期
の
も
の
と
し
て
も
、
和
歌
山
県
根
来
寺
域
址
、
広
島
県
福
山
市
の
草
戸
千

軒
遺
跡
、
福
井
県
の
一
乗
谷
朝
倉
氏
館
址
な
ど
の
発
掘
で
は
、
い
わ
ば
文
献
史
料
の
間
隙
を
埋
め
て
余
り
あ
る
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

出
土
物
は
か
な
り
の
バ
ラ
ニ
テ
ィ
に
富
み
、
発
掘
関
係
者
だ
け
で
は
さ
ば
き
切
れ
な
い
実
情
に
あ
り
、
総
合
研
究
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
木
漆
器
は
陶
磁
器
と
比
べ
て
興
味
を
呼
ぶ
こ
と
も
少
な
く
、
さ
ら
に
名
称
の
付
さ
れ
な
い
ま
ま
に
一
括
し
て
整
理
さ
れ
る
場
合
も
あ

り
、
か
つ
器
形
に
よ
っ
て
分
類
し
て
も
不
都
合
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
出
土
木
漆
器
の
研
究
は
、
漸
く
そ
の
端
初
に
つ
い
た
ば

か
り
で
、
今
後
よ
り
研
究
が
進
歩
し
細
分
化
す
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
在
銘
遺
例
や
文
献
記
載
の
器
物
名
が
参
考
に

な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
延
喜
式
』
記
載
の
器
物
名
称
が
一
つ
の
基
準
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
、
つ
ま
り
器
物
解

高

橋

隆

博
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笥
類笥

は
、

み
は
、

①
 

釈
の
準
備
段
階
と
し
て
、
私
は
さ
き
に
「
延
喜
式
記
載
の
木
漆
器
に
つ
い
て
ー
—
盤
・
椀
・
折
敷
・
樽
・
酒
海
ー
ー
」
と
い
う
小
文
を
成
し
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
一
連
の
作
業
と
し
て
『
延
喜
式
』
に
記
載
す
る
笥
と
麻
笥
と
を
観
察
し
た
い
。

『
延
喜
式
』
記
載
の
笥
の
名
称
を
冠
す
る
器
物
は
、
大
別
し
て
笥
と
麻
笥
（
桶
）
と
が
あ
る
（
後
掲
表
1
.
2
参
照
）
。
笥
類
に
は
、
笥
．

大
笥
・
円
笥
．
筈
笥
・
板
笥
．
繭
笥
・
縄
笥
・
飯
笥
・
板
飯
笥
・
御
飯
笥
・
供
御
飯
笥
・
銀
飯
笥
・
針
笥
・
黙
笥
・
熟
笥
な
ど
、
麻
笥
類
に

は
、
麻
笥
・
大
麻
笥
・
小
麻
笥
・
持
麻
笥
・
金
装
麻
笥
・
金
銅
麻
笥
・
銀
銅
麻
笥
•
水
麻
笥
•
水
聡
麻
笥
·
水
冦
麻
笥
．
桶
•
水
桶
・
炭
取

桶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

右
に
掲
げ
た
全
て
が
木
漆
器
で
は
な
く
、
薗
笥
．
纏
笥
・
銀
飯
笥
．
黙
笥
・
熟
笥
・
金
装
麻
笥
・
金
銅
麻
笥
・
銀
銅
麻
笥
な
ど
は
明
ら
か

に
素
材
を
異
に
す
る
も
の
で
、
水
退
麻
笥
•
水
冠
庶
笥
は
陶
製
と
み
ら
れ
る
。
笥
と
麻
笥
と
の
形
状
・
用
途
・
材
質
の
具
体
的
相
違
点
は

『
延
喜
式
』
は
も
と
よ
り
他
の
文
献
に
お
い
て
も
明
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
「
正
倉
院
文
書
」
で
は
、
両
者
を
「
雑
食
器
」
と
し
て
扱
い
、

製
作
上
、
横
工
の
手
に
な
る
器
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
木
製
の
食
膳
具
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
例
え
ば

「
中
務
省
式
」
女
襦
厨
の
条
に
「
年
料
（
略
）
麻
笥
八
口
、
笥
一
百
合
」
と
並
記
し
て
お
り
、
両
者
は
種
類
の
異
な
る
器
物
で
あ
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
小
稿
で
は
、
一
応
区
別
し
て
進
め
て
い
き
た
い
。

な
お
、
両
者
は
木
器
か
漆
器
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
『
延
喜
式
』
を
概
観
し
て
み
る
と
、
漆
器
の
多
く
は
「
木
工
寮
式
」
や
「
内
匠

寮
式
」
に
記
載
さ
れ
、
器
物
に
よ
っ
て
は
塗
法
の
別
か
ら
材
料
や
工
程
に
い
た
る
ま
で
の
具
体
的
様
相
を
提
示
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
両
者

は
そ
こ
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
鞣
漆
ほ
施
さ
れ
て
お
ら
な
い
、
単
な
る
木
器
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

『
和
名
抄
』
に
木
器
類
と
し
て
、
「
笥
礼
記
注
云
疇
繹
諏
盛
食
器
也
」
と
あ
り
、
ケ
と
よ
み
食
物
を
盛
る
器
と
す
る
。

R
 

「
家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
」
の
有
名
な
歌
謡
か
ら
も
う
か
が
え
、
飯
を
盛
る
器
で
あ
っ
た

こ
の
訓
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黒
漆
平
文
唐
櫛
笥

黒
漆
平
文
唐
櫛
笥

黒
漆
平
文
笥

黒
漆
平
文
冠
笥

漆

冠

笥

二

合

彩

絵

曲

物

笥

重

要

文

化

財

救

世

熱

海

美

術

館

蔵

こ
れ
ら
の
名
称
が
製
作
当
初
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
伝
来
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ
た
も
の
か
詳
細
で
は
な
い
。

①
は
銅
製
印
籠
蓋
造
り
円
筒
形
の
容
器
で
、
甲
盛
り
の
あ
る
頂
は
笠
形
を
呈
し
、
身
に
は
銅
製
の
小
銀
二
個
を
付
し
、
身
の
側
面
に
は

④
 

「
太
神
宮
司
正
印
笥
元
彫
木
也
而
大
司
公
忠
長
徳
四
年
五
月
廿
日
鋳
改
於
銅
」
と
の
彫
銘
を
施
す
。
銘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
容

器
は
大
神
宮
司
の
正
印
を
納
め
る
も
の
で
、
こ
れ
を
印
笥
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
、
し
か
も
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
に
銅
製
に
改
鋳
さ
れ
る
ま

で
は
木
製
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
改
鋳
以
前
の
木
製
容
器
も
や
は
り
印
笥
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で

は
な
い
。
本
例
は
、
木
製
で
は
な
い
が
、
笥
の
在
銘
遣
例
と
し
て
唯
一
最
古
の
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
春
日
大
社
本
宮
御
料
古
神
宝
類
の
一
っ
。
入
角
形
印
籠
蓋
造
り
の
箱
で
、
胴
部
に
宝
相
華
文
を
貼
付
平
文
で
あ
ら
わ
し
、
蓋
上
に

は
同
形
・
同
様
の
小
形
の
鏡
箱
を
つ
け
る
。
螺
細
櫛
・
髪
掻
・
檀
紙
・
鏡
・
白
粉
な
ど
の
容
飾
具
を
入
れ
る
用
途
を
も
つ
。
こ
れ
の
名
称
が

⑤
 

唐
櫛
笥
で
あ
る
こ
と
は
、
平
安
期
の
室
内
調
度
に
つ
い
て
絶
好
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
『
類
漿
雑
要
抄
』
に
、
こ
れ
と
同
様
の
も
の
の

指
図
が
あ
り
、
そ
れ
を
唐
匝
と
し
、
さ
ら
に
唐
厘
の
割
注
に
「
唐
櫛
笥
上
小
筈
納
」
と
あ
り
、
唐
匝
と
唐
櫛
笥
と
は
同
意
語
で
あ
る
こ
と

重
要
文
化
財

個
人
蔵

正
倉
院

重
要
文
化
財

国
宝
（
図
1
)

国
宝

こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
笥
の
形
状
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
平
安
期
の
在
銘
遣
例
が
僅
か
に
一
例
み
ら
れ
る
の
み
で
、
中
近
世

の
在
銘
遺
例
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
現
在
、
笥
と
呼
ん
で
い
る
も
の
や
、
伝
統
的
に
命
名
さ
れ
て
い
る
例
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。

そ
れ
ら
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
七
例
で
あ
る
。

大
神
宮
印
印
笥

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

神
宮
徴
古
館
蔵

春
日
大
社
蔵

松
氷
記
念
館
蔵

春
日
大
社
蔵
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は
鎮
座
当
初
か
ら
奉
献
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

「
延
喜
祝
詞
式
」
に
鏡
・
弓
・
梓
・
調
度
・
装
束
な
ど
の
奉
献
神
宝
品
目
を
あ
げ
て

い
る
が
、
そ
の
な
か
に
唐
櫛
笥
の
名
称
は
見
え
ず
、
こ
れ
以
後
に
奉
献
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
、
唐
櫛
笥
は
、
唐
風
か
ら

転
じ
て
、
美
麗
な
る
櫛
を
納
め
る
意
の
、
用
途
の
確
か
な
器
物
で
あ
る
。

④
も
や
は
り
春
日
大
社
本
宮
御
料
古
神
宝
の
一
つ
で
あ
る
（
図
1
)
。
檜
材
を
輔
轄
挽
き
で
円
筒
形
に
成
形
し
た
印
籠
蓋
造
り
の
器
物
で
、

蓋
は
欠
失
。
胴
部
は
黒
漆
塗
の
上
に
雲
と
宝
相
華
文
を
平
文
で
あ
ら
わ
す
が
、
平
文
は
全
て
剣
落
。
⑤
も
④
と
同
形
・
同
様
の
春
日
大
社
伝

来
の
笥
で
、
こ
れ
を
冠
笥
と
呼
ん
で
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
呼
称
で
、
奉
献
当
初
の
名
称
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

図1

と
も
そ
の
前
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
同
社
神
宝

い
が
、
遺
例
か
ら
み
て
そ
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
、
少
な
く

治
安
元
年
に
奉
献
さ
れ
た
唐
櫛
笥
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な

を
示
す
語
句
と
解
し
た
い
。
と
い
っ
て
も
、
②
そ
の
も
の
が

黒漆平文笥 国宝 （春日大社蔵）

か
ら
わ
か
る
。
『
江
家
次
第
』
や
『
西
宮
記
』
に
、

⑦
 

」
「
御
櫛
箱
所
謂
唐
櫛
厘
筈
也
」
、
「
螺
細
具
櫛
箱

櫛
匝
⑥
ヽ

也

⑧
 

唐
厘
也
」
と
あ
る
用
例
で
も
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
②
に
関
わ
る
史
料
に
、
治
安
元
年

(
1
0
ニ
―
)

⑨
 

十
月
十
三
日
の
奉
献
神
宝
送
文
が
あ
る
。
送
文
中
の
各
種
神

宝
目
録
の
な
か
に
「
唐
笥
一
口
」
と
み
え
る
。
こ
の
唐
笥
が

同
社
神
宝
中
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
の
か
判
然
と
し
な
い

が
、
同
社
神
宝
中
「
唐
」
の
冠
称
を
付
す
も
の
は
唐
櫛
笥
の

『
延
喜
式
』
や
そ
の
他
の
文
献
に
「
唐
」

み
で
あ
る
こ
と
、

冠
称
の
笥
を
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
私
は
唐
櫛
笥 則

「
唐
匝
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な
い
。

「
正
倉
院
文
書
」
の
記
載
内
容
か
ら
、
笥
と

こ
の
二
つ
の
笥
が
い
か
な
る
伝
来
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
用
途
の
如
何
に
つ
い
て
も
こ
れ
以
上
追
証
で
き
な

⑥
の
漆
冠
笥
二
合
は
、
い
ず
れ
も
円
筒
形
の
容
器
。
一
方
は
撫
角
の
深
い
被
せ
蓋
造
り
の
曲
物
、
他
方
は
輔
轄
で
挽
い
た
印
籠
蓋
造
り
で

ぁ
5
。
こ
の
二
つ
の
笥
は
、
近
世
の
元
禄
期
で
は
「
冠
桶
」
と
呼
ば
れ
、
明
治
期
に
は
「
黒
漆
冠
桶
」
、
大
正
期
に
入
っ
て
「
漆
冠
笥
」
と

改
め
ら
れ
、
現
在
の
呼
称
は
大
正
期
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
漆
冠
笥
の
正
倉
院
に
入
倉
し
た
時
期
に
ど
の
よ
う
に
呼
称
し
て
い
た
の
か
正

確
で
な
い
。
．

⑦
の
彩
絵
曲
物
笥
は
、
印
籠
蓋
造
り
の
檜
製
の
曲
物
で
や
は
り
円
筒
形
の
容
器
で
あ
る
。
構
造
は
二
枚
の
板
を
接
ぎ
合
わ
せ
、
接
ぎ
目
に

は
内
側
か
ら
籍
を
当
て
、
さ
ら
に
外
側
を
薄
板
で
包
ん
で
樺
止
め
し
籍
を
め
ぐ
ら
す
。
擁
は
檜
製
で
蓋
に
一
か
所
、
身
に
五
か
所
、
二
本
ず

つ
め
ぐ
ら
す
。
蓋
甲
に
は
二
羽
の
尾
長
鳥
を
施
回
状
に
配
し
、
身
に
は
牡
丹
・
鈴
蘭
・
蝶
・
雀
を
彩
絵
す
る
。
本
例
は
東
寺
旧
蔵
品
で
、
同

じ
く
熱
海
美
術
館
蔵
の
白
銅
水
瓶
を
納
め
た
容
器
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
名
称
を
関
係
史
料
中
に
徴
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
平
安
期

の
名
称
を
今
月
に
踏
襲
し
て
い
る
の
か
、
後
世
命
名
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
・

右
に
掲
げ
た
笥
の
遣
例
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
①
・
②
・
③
の
み
が
平
安
期
の
名
称
で
あ
っ
て
、
他
は
後
世
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
後
世
の
名
称
と
い
っ
て
も
、
管
理
や
調
査
に
直
接
関
わ
っ
た
者
が
そ
れ
ま
で
の
伝
統
や
伝
来
を
踏
ま
え
た
上
で
付
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
か
ら
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
笥
が
円
筒
形
状
で
あ
る
こ
と
の
認
識
に
立
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
し
て
大

過
な
い
。
ほ
た
し
て
、
笥
を
円
筒
形
状
と
解
し
て
妥
当
か
否
か
で
あ
る
が
、
『
延
喜
式
』
記
載
の
笥
の
法
量
単
位
は
「
径
」
と
「
深
」
で

⑫
 

あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
容
量
を
対
象
と
し
て
い
る
単
位
で
あ
る
こ
と
と
円
筒
形
状
を
示
す
。
ま
た
『
江
家
次
第
』
に
「
立
嚢
床
子
二
脚

と
あ
る
内
容
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
鑽
笥
と
は
、
鑽
を
入
れ
る
容
器
の
意
で
あ
る
か
ら
、
笥
の
円
筒
形
状
を
示
し
て
い
る
。
こ

隈
翫
四

う
し
た
例
か
ら
も
笥
の
形
状
を
円
筒
形
と
認
め
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
中
国
で
は
、
飲
食
物
を
盛
る
竹
器
な
ど
で
円
形
の
も
の
を

⑭
 

箪
、
四
角
の
も
の
を
笥
と
呼
ん
だ
と
い
う
説
の
あ
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
こ
う
。

さ
て
、
次
に
『
延
喜
式
』
記
載
の
笥
の
種
類
と
そ
の
用
途
に
つ
い
て
進
め
た
い
。
冒
頭
に
、
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表1 『延喜式』記載の笥類

名称 1単位1寸法 I 用 途 例 I 所載

笥 A 口 生嶋巫奉斎神祭（幣物） 神祇晨悶

飯笥＾ ロ

鎮魂祭供御飯笥 ” 
閥笥 ＂ 

（春米を盛る） ” 
銀飯笥 メ口入 初斎院装束・造備雑物 神祇斎宮

板飯笥 A ロ• 造備雑物 ” 
笞笥 ノロ 年料供物 ” 
板笥 ムロ // II 

大 笥 A ロ II 

” 
蒻笥 ノロ （河内国所造薗笥） 神祇暑誓大

II ロ （和泉国所造閥笥） // 

平笥 ロ （酒米事） ” 
笥 ノロ 女濡厨年料 中務省

縄笥 ノロ II // 

御飯笥 メロ 径深六一寸寸七分銀器 内匠寮

針笥 ノロ 講師法服 玄蕃寮

煎笥 （煎笥瀧籠等料竹） 民部下

薗笥 A ロ 径深六五寸寸 （左右京五畿内国調） 主計上

板 笥 A ロ
径径深深二二五二寸寸寸尺五八寸分

（ II ） ’ 
円笥 ノロ C II ） ” 
購笥 合大 （河内国調） ＂ 
板 笥 A ロ （摂津国調） II 

円笥 メロ （ II ） // 

大 笥 ノロ （ “ ） ” 
蒻 笥 メロ 大・小 （和泉国調） II 

熟 笥 ロ （応供大嘗会竹器） 隼人司

薗笥 宴会雑給 （飯器） 大炊寮

黙笥 ロ 年料 （煎雑糖料） 内膳司

このほかにも相当数の笥類が記載されているが，寸
法·用途•生産地などを示すものを主に抄出した。

一
例
だ
け

た
の
か
、
あ
る
い
は

笥
の
祭
器
に
占
め
る

割
合
は
比
較
的
多
く
、

こ
れ
は
製
作
当
初
か
ら

用
途
を
明
示
す
る
笥
は

少
な
い
が
、
推
定
し
う

極
め
て
多
彩
で
あ
る
。

る
も
の
も
あ
る
。

祭
器
と
し
て
つ
く
ら
れ

般
の
日
常
器
物
を
そ
の

ま
ま
使
用
し
た
か
を
考
え
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
中
世
以
降
の
祭
器
ほ
日
常
器
物
と
明
確
に
一
線
を
画
し
、
こ
の
伝
統
は
平
安
期
以
前
に
遡
及

す
る
と
推
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
祭
儀
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
以
前
に
あ
っ
て
は
、
元
来
祭
儀
具
は
日
常
の
器
物
を
そ
の
ま
ま
か
、
あ
る

い
は
装
飾
・
加
工
し
て
利
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
当
時
の
祭
器
と
し
て
の
笥
が
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
か
た
を
し
て
い
た
か
は
不

明
で
、
こ
れ
は
現
行
祭
儀
具
と
照
合
し
て
も
難
し
く
現
段
階
で
は
論
証
で
き
な
い
。
今
後
、
考
古
学
に
お
け
る
祭
祀
遺
跡
の
発
掘
・
研
究
、

神
道
史
の
幣
物
・
神
撰
具
の
研
究
と
補
助
し
つ
つ
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

笥
の
種
類
に
つ
い
て
ほ
表
1
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
ま
ず
用
途
を
示
す
名
称
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
飯
笥
・
板
飯
笥
・
御
飯

笥
・
供
御
飯
笥
が
あ
る
。
飯
を
盛
る
笥
で
あ
る
。
飯
笥
の
在
銘
遺
例
や
文
献
と
の
照
合
に
お
い
て
確
認
し
得
る
も
の
は
な
い
が
、

ほ
木
製
食
用
具
と
述
べ

⑮
 

た
が
、
『
延
喜
式
』
で

ほ
そ
の
種
類
も
用
途
も
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図2 御飯笥（『厨事類記』）

で
、
銀
飯
笥
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『延

⑯
 

飯
笥
の
形
状
・
構
造
・
材
質
を
示
す
資
料
が
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
鎌
倉
期
に
成
っ
た
『
厨
事
類
記
』
に
、
高
台
を
つ
け
た
円
筒
形
の
曲

物
を
図
示
す
る
の
が
そ
れ
で
、
そ
こ
に
は
「
御
飯
笥

御
産
御
膳
用
之
」
と
説
明
を
付
し
、
こ
れ
が
飯
笥
で
あ
る
こ
と
を
示
す
（
図
2
)
。
同

書
の
性
格
や
説
明
か
ら
、
儀
式
用
の
飯
笥
で
は
あ
る
が
、
貴
重
な
指
図
で
あ
る
。
し
か
も
同
書
は
、
平
安
期
宮
廷
に
お
け
る
食
制
と
食
憫
の

故
実
を
伝
承
す
る
内
容
を
有
し
て
お
り
、
飯
笥
の
形
状
・
構
造
・
材
質
は
平
安
期
の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、

喜
式
』
記
載
の
飯
笥
は
指
図
の
そ
れ
と
全
く
同
様
だ
と
は
断
定
し
難
い
が
、
当
時
の
曲
物
の
普
及
を
考
え
れ
ば
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。
た
だ
、
高
台
を
つ
け
な
い
方
が
簡
易
で
し
か
も
量
産
で
き
る
の
だ
か
ら
、
高
台
を
つ
け
る
方
は
、
祭
祀
・
儀
式
用
の
飯
笥
と
解
釈
し
て

よ
い
。
因
み
に
、
最
近
の
発
掘
に
お
い
て
、
相
当
数
の
曲
物
を
出
土
し
て
い
る
が
、
右
の
指
図
の
よ
う
な
高
台
を
つ
け
る
曲
物
は
、
管
見
の

限
り
見
知
し
て
い
な
い
。
板
飯
笥
は
、
例
え
ば
銀
飯
笥
な
ど
に
対
応
す
る
名
称
で
、
い
わ
ば

材
質
を
示
し
、
御
飯
笥
・
供
御
飯
笥
は
、
供
御
物
を
盛
る
笥
の
用
途
を
示
す
。
銀
飯
笥
は
銀

製
の
飯
笥
の
意
で
あ
る
。
乎
安
期
宮
廷
儀
式
に
お
け
る
飲
食
器
の
主
体
は
朱
漆
塗
器
物
か
銀

器
で
、
特
に
銀
器
は
各
種
の
器
物
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
江
家
次
第
』

や
『
西
宮
記
』
、
下
っ
て
鎌
倉
期
の
『
厨
事
類
記
』
に
詳
細
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、

銀
器
と
朱
漆
塗
器
物
と
の
使
用
区
分
や
、
い
ず
れ
が
上
位
に
あ
っ
た
か
は
判
然
と
せ
ず
、
例

え
ば
『
江
家
次
第
』
東
宮
御
元
服
条
の
「
御
器
等
事
」
に
記
し
て
、
「
依
延
喜
十
六
年
四
月

一
日
旬
記
、
皆
可
用
朱
漆
欺
只
箸
七
用
銀
云
々
、
而
永
保
馬
頭
盤
御
四
種
、
御
酒
釜
、
御

菓
子
盤
八
枚
用
朱
漆
、
自
余
御
汁
物
器
ニ
ロ
、
窪
坪
ニ
ロ
、
盤
六
枚
、
用
銀
器
、
御
飯
浣
亦

用
銀
、
予
大
略
示
之
、
而
李
網
日
、
寛
仁
三
年
記
日
、
御
飯
浣
以
下
皆
用
銀
器
由
被
注
初
不

設
云
々
」
と
あ
り
、
用
法
そ
の
も
の
が
定
型
化
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
か
な
り
流
動
的

い
ず
れ
に
し
て
も
儀
式
用
の
飲
食
器
に
銀
器
は
欠
か
せ
な
い
も
の
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針
笥
も
用
途
を
示
す
名
称
で
あ
り
、
先
に
ふ
れ
た
『
江
家
次
第
』
の
鑽
笥
、
あ
る
い
は
唐
櫛
笥
の
名
称
用
法
の
ご
と
く
、
針
を
納
め
る
笥

の
意
で
あ
ろ
う
。
材
質
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
材
質
を
示
す
名
称
に
、
銀
飯
笥
・
蘭
笥
．
纏
笥
．
煎
笥
・
熟
笥
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
木
製
以
外
の
笥
で
あ
る
が
、
笥
の
本
質
に
迫

る
意
味
か
ら
と
り
あ
げ
て
み
た
。

蘭
笥
は
二
例
み
ら
れ
る
。
「
大
炊
寮
式
」
宴
会
雑
給
の
条
に
「
其
飯
器
参
議
已
上
並
朱
漆
椀
、
五
位
以
上
葉
椀
、
命
婦
三
位
以
上
閥
笥
加

笞
、
五
位
以
上
命
婦
「
並
」
陶
椀
加
盤
」
と
、
位
階
に
応
じ
た
飯
器
の
用
法
の
別
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
醐
笥
が
、
朱
漆
椀
ほ
ど
の
位

置
に
は
な
い
が
、
陶
椀
よ
り
上
位
に
あ
る
。
ま
た
、
「
神
祇
四
時
祭
式
」
鎮
魂
祭
の
条
に
「
御
巫
於
官
斎
院
春
稲
、
簸
以
能
筈
、
炊
以
韓
鼈
、

詑
即
盛
閥
笥
、
納
櫃
居
案
、
神
部
二
人
執
向
祭
所
供
之
」
と
蘭
笥
の
用
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
二
例
と
も
飯
器
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
祭
祀
・
儀
式
用
に
供
さ
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑰
 

閥
笥
と
は
閥
を
編
ん
で
造
る
笥
の
意
で
、
こ
う
し
た
器
物
の
遺
例
に
正
倉
院
の
蘭
筈
が
あ
る
。
こ
れ
を
直
接
蘭
笥
に
結
び
つ
け
る
の
は
早

計
だ
と
し
て
も
、
技
法
や
構
造
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
参
考
す
べ
き
遺
例
と
い
え
る
。
「
主
計
式
」
上
に
よ
れ

ば
、
蘭
笥
は
五
畿
内
、
こ
と
に
和
泉
・
河
内
両
国
の
調
物
と
し
て
貢
進
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
に
和
泉
国
は
「
薦
笥
十
合
」
と
と
も
に
「
蘭
笠

冊
六
枚
」
を
計
上
し
て
お
り
、
蘭
の
主
要
産
地
と
み
ら
れ
る
。

縄
笥
は
縄
を
利
用
し
て
円
筒
形
に
造
っ
た
器
物
の
意
で
、
技
法
・
構
造
と
も
に
薗
笥
と
同
様
に
み
て
よ
い
。

蟹
笥
は
、
「
内
膳
司
式
」
年
料
の
条
に
「
熊
笥
廿
四
口
疇
輝
」
と
、
「
民
部
省
式
」
に
「
凡
兵
庫
寮
造
箭
・
柳
箆
四
百
廿
隻
、
隼
人
司
油
絹

料
二
百
隻
、
拉
仰
大
和
国
、
毎
年
交
易
令
送
麟
‘
筵
簡
か
岬
瞑
価
井
運
賃
拉
用
正
税
、
其
黙
笥
、
瀧
龍
等
料
竹
、
令
山
城
河
内
摂
津
等
国
送
」
と

あ
る
二
例
、
熟
笥
は
「
隼
人
司
式
」
に
「
凡
応
供
大
常
会
竹
器
熟
笥
七
十
ニ
口
、
煤
龍
七
十
一
石
霜
呼
」
と
あ
る
一
例
が
み
ら
れ
る
。
こ

の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
黙
笥
・
熟
笥
と
も
に
竹
を
素
材
と
し
た
竹
器
で
あ
る
。
黙
・
熟
を
字
書
に
よ
っ
て
検
す
れ
ば
、
「
い
る
」
・
「
に
る
」

⑱
 

の
意
で
あ
る
。
竹
製
で
あ
る
黙
笥
・
熟
笥
は
火
に
か
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
「
黙
っ
た
物
」
、
「
熟
た
物
」
を
入
れ
る

笥
と
す
べ
き
で
、
「
煎
雑
稲
料
」
と
し
て
の
煎
笥
は
、
糖
米
を
黙
っ
て
つ
く
っ
た
糊
を
入
れ
る
に
用
し
た
笥
と
み
ら
れ
る
。
因
み
に
、
「
土
黙
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『
延
喜
式
』
に
は
単
独
で
記
さ
れ
る
笥
が
最
も
多
く
、
祭
祀
具
と
し
て
の
用
例
が
多
い
。
他
の
文
献
か
ら
笥
の
用
例
を
徴
す
れ
ば
、
『
宇

津
保
物
語
』
に
「
翁
の
食
ウ
ベ
ん
も
の
の
先
づ
〈
笥
〉
ご
と
に
取
り
よ
そ
ひ
し
」
と
、
食
膳
具
の
例
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
か
れ
こ
れ
上
達
部

御
子
達
殿
上
人
こ
な
た
に
お
は
す
銀
の
笥
に
碁
代
の
銭
入
れ
つ
つ
ム
、
上
達
部
の
お
前
に
は
〈
五
笥
〉
、
殿
上
人
五
位
に
は
三
笥
、
六
位
な

ど
に
は
一
笥
づ
つ
」
と
、
銀
製
の
笥
に
銭
を
入
れ
る
用
例
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
枕
草
子
』
に
は
「
碁
石
の
笥
に
入
る
る
音
」
と
、
碁
石

の
容
器
と
し
て
の
笥
が
あ
り
、
こ
れ
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
竹
河
の
段
、
宿
木
の
段
の
囲
碁
の
場
面
を
対
応
さ
せ
れ
ば
よ
り
具
体
性
を
帯

び
、
描
か
れ
る
円
筒
形
の
碁
石
の
容
器
を
碁
笥
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
い
ま
一
っ
、
『
厨
事
類
記
』
の
「
威
儀
御
膳
」
の
条
に
「
莱
廿
坪
笥

詣
幸
芍
押
色
々
薄
様
金
銀
布
持
」
、
「
莱
二
十
杯
笥
醒
菩
淡
絵
如
殿
上
人
塊
飯
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
笥
の
円
筒
形
状
を
示
す
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
副
食
物
を
盛
る
笥
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
笥
は
美
麗
に
装
飾
（
胡
粉
彩
色
か
）
さ
れ
た
笥
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
用
例
を
考
え
れ
ば
、
笥
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
食
膳
具
の
他
に
多
彩
な
役
割
を
与
え
る
ほ
う
が
実
態
に
即

し
て
い
る
訳
で
、
い
わ
ば
円
筒
形
容
器
の
総
称
と
し
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

笥
の
大
型
が
大
笥
で
あ
る
。
「
典
薬
寮
式
」
に
「
大
笥
二
合
、
舘
一
柄
」
、
「
大
笥
五
合
、
糖
一
柄
」
と
、
大
笥
と
館
を
一
対
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
笥
ほ
梱
を
必
要
と
し
た
器
物
で
あ
る
か
ら
、
水
な
ど
の
液
体
状
の
も
の
を
収
容
し
た
器
物
と
い
え
る
。
な
お
、
舘
は

⑳
 

柄
杓
と
同
様
に
汲
み
出
し
に
供
す
る
も
の
で
、
早
い
遺
例
と
し
て
縄
文
後
期
の
千
葉
県
木
多
古
田
遣
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

次
に
、
法
量
を
示
す
笥
類
は
、
御
飯
笥
（
畦
衿
七
分
）
、
繭
笥
（
蝉
翠
サ
）
、
板
笥
（
匹
芸
サ
五
分
）
、
円
笥
（
匹
一
吠
八
寸
）
の
四
例
記
載
さ
れ
る
。

繭
笥
・
板
笥
の
寸
法
は
、
お
そ
ら
く
ご
く
平
均
的
な
数
値
で
あ
ろ
う
が
、
円
笥
は
立
ち
上
り
の
低
い
も
の
で
盆
形
状
に
近
い
。

R

@

@

R

R

R

 

最
後
に
『
延
喜
式
』
以
外
の
笥
類
を
列
挙
す
れ
ば
・
小
笥
．
盤
代
笥
・
田
笥
・
鑽
笥
・
銀
笥
・
浄
水
丸
笥
な
ど
が
あ
る
。

れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑲
 

る。 禍
」
な
る
名
称
の
器
物
が
「
内
膳
司
式
」
新
掌
祭
供
御
料
の
条
に
一
例
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
実
際
に
火
に
か
け
て
黙
る
の
に
使
用
さ

熊
笥
に
つ
い
て
は
、
「
糖
米
を
乾
燥
冷
却
す
る
時
に
で
も
こ
の
笥
に
入
れ
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
説
も
あ

な
お
、
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あ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
「
桶
造
り
構
造
」
の
発
生
・
普
及
は
中
世
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
解
し
て
お
り
、

表2 『延喜式』記載の麻笥類

名称 1単位寸法・容量I 用 途 例 所載

水 桶 ロ 春日神四座祭祭神料 神祇覧門

麻笥 ムロ 風神祭二座 （紡織具） II 

金銅麻笥 ノロ 暉深口径三三＿寸寸寸六^＿分分分神宝廿一種 （紡織具）神祇悶喜太

銀銅麻笥 ムロ 尻深口径径：：：：一二＝寸寸寸六八二分分分 ” (//) 
” 

大麻笥 ロ （酒米事） 神祇暑嚢＊

小麻笥 ロ (//) 
” 

金の麻笥 龍田風神祭幣吊 （紡織具） 神祇祝詞

庶 笥ロ 蔵司 （五月五日続命楼料） 中務省

麻 笥 ロ 薬司（九月九日義呉莱英料） ” 
水麻笥 ロ （写経生給） 図書寮

水遜麻笥 ロ 年料雑物 縫殿寮

水遜麻笥 ロ 三年一度雑物 ” 
水麻笥 ロ 受三斗 II 

“ 
水麻笥 ロ 受四斗巳下 （牛車） 内匠寮

水退麻笥 ロ 受二限 (//) // 

麻 笥合 径深二一寸尺五五寸分 （左右京五畿内国調） 主計上

麻 笥ロ （諸国輸調） // 

麻 笥口 （摂津国調） ” 
金装麻笥 ロ 径深各四寸 供神料 （紡織具） 木工寮

持麻笥 ロ 供奉年料・寮家年料 主殿寮

麻 笥口 地黄煎料 典薬寮

水麻笥 ロ 受五斗巳上 造供御白粉料 ” 
水冦麻笥 ロ 年料・造粉熟料 内膳司

水 桶合 供御料雑器（汲洗御菜水料） ” 
炭取桶 ロ 諸節供御酒器 造酒司

水遜麻笥 ロ 供御年料 主水司

桶 ロ 受一斗 ” ” 
このほかにも相当数の庶笥類が記載されているが，寸法・容

量・用途•生産地などを示すものを主に抄出した。

『
延
喜
式
』
の
麻
笥
．
桶

は
な
く
、
た
と
え
ば

金
銅
麻
笥
・
銀
銅
麻

笥
は
明
ら
か
に
金
属

が
木
製
と
い
う
の
で

に
掲
げ
た
ご
と
く
、

麻
笥
・
大
麻
笥
・
小

麻
・
持
麻
笥
・
金
装

麻
笥
・
金
銅
麻
笥
・

銀
銅
麻
笥
•
水
麻
笥

•
水
賠
麻
笥
•
水
餅

麻
笥
．
桶
•
水
桶
．

炭
取
桶
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
全
部

製
で
あ
る
し
、
水
腿
麻
笥
•
水
迎
麻
笥
は
焼
物
を
想
起
さ
せ
る
。
麻
笥
と
同
じ
訓
み
の
桶
も
記
載
さ
れ
る
が
、
両
者
が
同
一
器
物
か
否
か
は

『
延
喜
式
』
は
も
と
よ
り
他
の
文
献
か
ら
も
判
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
今
日
、
桶
に
対
す
る
認
識
は
「
細
長
い
板
を
縦
に
並
べ
合
わ
せ
て
円

＠
 

形
の
側
を
つ
く
り
、
底
を
つ
け
、
た
が
で
締
め
た
い
れ
も
の
。
多
く
水
な
ど
を
盛
り
、
ま
た
潰
物
を
す
る
に
用
い
る
」
と
す
る
の
が
通
常
で

麻
笥
類
は
、
表
2
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①

神

宮

徴

古

館

蔵

②

金

銅

庶

笥

宗

像

大

社

蔵

③

黒

漆

彩

文

麻

笥

春

日

大

社

蔵

右
の
僅
か
三
例
で
あ
り
、
①
・
②
は
い
ず
れ
も
金
属
製
の
麻
笥
だ
が
、
麻
笥
の
形
状
を
示
す
貴
重
な
遺
例
で
あ
る
た
め
掲
げ
て
み
た
。

で
あ
る
。

国
宝

国
宝

金
銅
麻
笥
・
銀
銅
麻
笥

（図
3
)

を
、
今
日
の
認
識
で
は
か
る
の
ほ
妥
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
（
後
述
）
。

こ
れ
ま
で
、
麻
笥
と
桶
を
同
一
器
物
と
し
て
扱
っ
て
き
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
や
「
正
倉
院
文
書
」
で
は
双
方
の
語
句
を
併
用
し
て
い
る

が
、
そ
れ
以
外
は
神
宝
名
称
と
し
て
の
み
麻
笥
の
語
句
が
登
場
し
、
他
は
桶
の
語
句
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
平
安
末
の
経
済
史
料

で
も
あ
る
、
摂
家
の
年
中
行
事
を
記
し
た
『
執
政
所
抄
3

を
み
る
と
、
「
神
宝
事
」
に
「
麻
笥
一
口
畦
↓
唸
線
柱
一
本
韮
記
写
瑠
」
と
麻
笥
の

記
載
が
み
ら
れ
る
以
外
、
闊
伽
桶
、
手
水
桶
、
炉
桶
、
火
桶
、
足
桶
な
ど
、
他
は
桶
の
字
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
中
世
期
以
降
の
古
文
書
・

た
た
り

古
記
録
等
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
麻
笥
ほ
楢
（
多
多
利
・
線
柱
）
と
並
記
さ
れ
、
楢
と
一
組
を
な
す
紡
織
具
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
か
か
る
事
情
は
、
後
に
例
示
す
る
伊
勢
神
宮
・
春
日
大
社
・
宗
像
大
社
祭
祀
遺
跡
出
土
の
麻
笥
な
ど
か
ら
も
判
明
す
る
と
こ
ろ

（

績

）

R

麻
笥
を
字
書
に
よ
っ
て
検
ず
る
と
、
「
う
ん
だ
庶
を
入
れ
て
お
く
器
」
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
ほ
例
え
ば
『
万
葉
集
』
の
「
麻
苧

ら
を
麻
笥
に
多
に
績
ま
ず
と
も
明
日
来
せ
さ
め
や
い
ざ
せ
小
床
に
」
の
歌
謡
な
ど
に
基
づ
く
解
釈
で
あ
る
。
な
お
、
『
和
名
抄
』
は
桶
を
採

用
し
、
「
桶
蒋
紡
切
韻
云
桶
碑
碑
認
雰
箪
叡
呻
畔
紐
畔
蒻
写
汲
水
於
井
之
器
也
」
と
し
、
水
を
汲
む
木
器
と
説
明
す
る
。
と
も
か
く
、
麻
笥

と
桶
と
の
区
別
は
明
確
で
な
い
の
だ
が
、
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ま
ず
麻
笥
と
は
「
績
ん
だ
麻
を
入
れ
る
器
」
と
し
て
の
用
途
か
ら

そ
の
名
称
が
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
本
来
の
名
称
の
持
つ
意
味
を
失
な
い
、
神
宝
名
称
に
の
み
伝
承
さ
れ
る

こ
と
。
中
世
期
以
降
、
麻
笥
な
る
語
句
は
消
失
し
、
桶
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
当
時
ど
の
よ
う
な
形
状
の
器
物
を
麻
笥
と
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
先
の
笥
類
と
同
様
に
古
神
宝
類
の
麻
笥
が
参

考
に
な
る
。
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れ
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
神
宝
の
性

声
形
状
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
椀
形
状
で
あ
る
①
の
両
麻
笥
の
そ

黒漆彩文麻笥（右）および線柱（左） 国宝 （春日大社蔵）

①
の
両
麻
笥
は
、
い
ず
れ
も
皇
太
神
宮
神
宝
で
、
明
治
二
年

に
奉
献
さ
れ
、
昭
和
二
十
八
年
に
撒
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
わ
る
名
称
を
文
献
に
徴
す
れ
ば
、
ま
ず
同
宮
古
神
宝

を
記
す
最
古
の
文
献
で
、
延
暦
年
間
に
成
っ
た
「
皇
太
神
宮
儀

式
帳
」
に
「
麻
笥
二
合
、
加
世
比
二
枚
、
縛
二
枚
、
銀
銅
楢
一

基
、
麻
笥
一
合
」
と
あ
り
、
次
い
で
「
神
祇
式
」
伊
勢
太
神
宮
の

「
神
宝
廿
一
種
」
に
「
金
銅
多
多
利
二
基
這
麟
』
歪
二
尊
冤
、
金

銅
麻
笥
二
合
誌
嬬
話
芸
謬
譴
（
略
）
銀
銅
多
多
利
一
基
贅
↑
頑

翌
請
、
銀
銅
麻
笥
誌
詞
翠
瑾
嗅
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
長

・
⑬

暦
二
年

(
1
0三
八
）
の
「
内
宮
長
暦
送
官
符
」
に
、
「
麻
笥
弐

合
、
口
径
各
三
寸
六
分
、
深
二
寸
二
分
、
尻
径
二
寸
八
分
、
（
略
）

麻
笥
壱
口
、
口
径
三
寸
六
分
、
尻
径
二
寸
八
分
、
深
二
寸
二
分
」

と
そ
れ
ぞ
れ
麻
笥
の
記
載
が
あ
る
。
「
神
祇
式
」
と
「
内
宮
長

暦
送
官
符
」
所
載
の
両
麻
笥
の
寸
法
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
同

格
と
し
て
名
称
・
寸
法
・
形
状
等
は
そ
の
本
貫
を
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
「
神
祇
式
」
所
載
の
庶
笥
は
、

そ
れ
以
前
の
「
皇
大
神
宮
儀
式
帳
」
に
み
え
る
麻
笥
に
伝
統
を
引
い
て
い
る
と
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
因
み
に
、
明
治
二
年
の
内
宮

址
発
掘
に
よ
り
、
幾
種
類
か
の
古
神
宝
を
検
出
し
た
。
そ
の
な
か
の
金
銅
楢
は
、
「
神
祇
式
」
を
は
じ
め
、
長
暦
、
嘉
元
、
寛
正
年
間
の
官

符
に
記
す
金
銅
楷
の
寸
法
・
形
状
と
同
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
に
み
え
る
麻
笥
の
形
状
・
寸
法
を
①
に
該
当
さ
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せ
て
大
過
な
い
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
材
質
・
形
状
の
麻
笥
を
当
時
の
日
常
一
般
の
麻
笥
に
比
定
す
る
の
は
若
干
無
理
で
、
神
宝

と
し
て
の
色
彩
を
強
く
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
は
、
昭
和
四
十
四
年
か
ら
同
四
十
六
年
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
沖
ノ
島
一
二
次
調
査
に
お
い
て
五
号
遣
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
雛
形
の
金

銅
麻
笥
で
あ
る
。
同
時
に
雛
形
の
金
銅
梢
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
一
組
を
な
す
こ
と
は
①
に
同
様
で
あ
る
。
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
こ
の
庶
笥
の
形
状
は
円
筒
形
で
あ
り
、
一
見
し
て
曲
物
製
を
想
定
さ
せ
る
。
私
は
、
当
時
日
常
一
般
に
使
用
さ
れ
た
麻
笥
は
曲
物
で
あ
っ

た
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は
、
現
今
の
苧
桶
や
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
、
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
に
描
か
れ
る
糸
紡
ぎ
の
容
器
な
ど
を
併
せ
考

え
て
の
推
察
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
の
麻
笥
ほ
祭
祀
器
物
と
し
て
奉
献
さ
れ
た
特
別
の
性
格
と
役
割
を
有
し
て
い
た
た
め
、
本
来
の

曲
物
を
模
し
て
金
銅
製
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
前
掲
の
伊
勢
の
神
宝
の
例
や
、
「
神
祇
式
」
祝
詞
の
龍
田
風
神
祭
の
弊
吊
に

「
金
の
庶
笥
、
金
の
構
、
金
の
枠
」
が
み
え
る
の
な
ど
が
参
考
と
な
る
。
な
お
、
本
麻
笥
は
七

i
八
世
紀
に
比
定
さ
れ
、
し
か
も
奉
献
当
初

の
原
型
を
そ
の
ま
ま
と
ど
め
て
い
る
。
①
と
異
な
っ
た
意
味
で
貴
重
な
遺
例
で
あ
り
、
古
代
の
麻
笥
の
源
流
と
み
な
せ
る
。

③
は
、
春
日
大
社
本
宮
御
料
古
神
宝
の
一
つ
で
、
桐
材
の
一
木
を
轄
瞳
挽
き
で
円
筒
形
に
成
形
し
、
黒
漆
を
塗
っ
た
上
に
彩
絵
飛
鳥
宝
相

た
た
り

華
文
を
施
す
。
現
在
、
こ
れ
を
同
社
古
神
宝
の
黒
漆
平
文
線
柱
と
一
組
を
な
す
も
の
と
し
て
い
る
（
図
3
)
。
そ
の
解
釈
は
妥
当
に
思
わ
れ
る

⑳

R

 

が
、
そ
れ
の
初
見
史
料
で
あ
る
治
安
元
年

(
1
0
1
―
)
の
「
奉
献
神
宝
送
文
」
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
か
ら
、
両
者
が
同
時
に
奉
献
さ
れ

た
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
、
製
作
時
期
に
大
き
な
隔
り
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
お
そ
ら
く
治
安
元
年
に
前
後
し
て
奉
献
さ
れ
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
麻
笥
が
平
安
期
に
お
け
る
唯
一
の
遺
例
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
①
・
②
の
金
属
製
麻
笥
と
異
な
り
木
製
で
あ
る
こ
と
は
注

目
し
て
よ
い
。
用
途
か
ら
み
れ
ば
、
木
製
の
方
が
圧
倒
的
に
実
用
的
で
あ
る
わ
け
で
、
本
遺
例
は
麻
笥
本
来
の
材
質
や
形
状
を
直
裁
に
示
す

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
例
か
ら
、
麻
笥
ほ
構
（
線
柱
）
と
一
組
を
な
し
た
紡
織
具
の
一
種
で
あ
る
こ
と
、
形
状
は
円
筒
形
で
あ
る
こ
と
、
曲
物
製
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
庶
笥
な
る
名
称
は
神
宝
記
載
の
文
献
上
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
、
日
常
的
な
も
の
に
は
桶
の
字
が
用
い
ら
れ
た
こ

と
な
ど
が
言
い
得
る
と
思
う
。
な
お
、
麻
笥
の
円
筒
形
状
は
『
延
喜
式
』
か
ら
も
確
認
し
得
る
。
寸
法
を
示
す
麻
笥
は
僅
か
に
「
主
計
式
」
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徳
治
二
年
(
-
三
0
七
）
七
月

の
「
庶
笥
顎
姦
写
研
」
の
一
例
が
み
ら
れ
る
程
度
だ
が
、
そ
の
単
位
は
「
径
」
と
「
深
」
で
あ
り
、
す
で
に
笥
類
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
ご
と

く
、
そ
れ
は
容
量
を
対
象
と
し
た
単
位
で
あ
り
、
形
状
は
円
筒
形
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
一
＿
一
例
以
外
は
古
式
の
麻
笥
（
桶
）
の
遺
例
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
当
然
の
こ
と
で
、
日
常
の
生
活
用
具
に
銘
を
施
す
こ

と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
そ
れ
が
木
器
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
破
減
し
て
現
存
す
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
世
期
の
も
の
で
、
「
菜

桶

廿

四

口

之

内

日

」

の

銘

の

あ

る

器

物

（

後

掲

図

6
参
照
）
が
、
桶
類
の
在
銘
遣
例
の
最
古
の
も
の
で
あ

る。
次
に
『
延
喜
式
』
記
載
の
麻
笥
の
種
類
と
用
途
に
つ
い
て
進
め
た
い
。
先
に
掲
げ
た
―
―
一
例
の
麻
笥
は
い
ず
れ
も
神
宝
と
し
て
の
紡
織
具

で
、
こ
と
に
①
の
湯
合
は
「
伊
勢
太
神
宮
式
」
所
載
の
麻
笥
の
伝
統
を
直
接
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
文
献
と
器
物
と
の
照
合
可

能
な
唯
一
の
遺
例
で
あ
る
、
麻
笥
の
祭
祀
具
と
し
て
の
役
割
を
示
す
例
は
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
が
、
構
と
並
記
し
て
、
こ
れ
が
明
ら
か
に

紡
織
具
と
判
明
す
る
の
ほ
、
『
延
喜
式
』
で
は
前
に
指
摘
し
た
「
神
祇
式
」
の
諸
例
と
「
木
工
寮
式
」
の
一
例
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
で
は
『
令

集
解
』
神
祇
令
即
位
条
の
大
弊
に
「
釈
云
（
略
）
、
伊
勢
大
社
、
奉
金
麻
笥
、
金
多
多
利
」
（
『
令
義
解
』
は
「
金
水
桶
、
金
線
柱
」
）
と
み
え
る
な

ど
で
、
は
な
は
だ
乏
し
い
。
今
日
で
は
、
各
地
の
神
社
に
お
け
る
神
事
・
祭
礼
に
使
わ
れ
る
「
オ
ケ
」
と
称
す
る
器
物
の
多
く
が
、
曲
物
か

「
桶
造
り
構
造
」
の
器
物
で
、
そ
の
用
途
は
極
め
て
多
彩
で
あ
る
。

名
称
か
ら
用
途
を
推
定
で
き
る
も
の
に
、
水
麻
笥
•
水
桶
•
水
瓶
麻
笥
・
水
甕
麻
笥
•
水
追
麻
笥
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
水
を
入
れ
た

り
、
貯
水
に
用
い
る
容
器
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
杓
と
並
記
さ
れ
る
麻
笥
も
そ
う
し
た
用
途
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

「
内
膳
司
式
」
供
御
料
雑
器
に
「
中
荷
水
桶
一
合
繹
碑
f
」
の
記
載
が
あ
る
。
中
荷
水
桶
と
は
ど
の
よ
う
な
器
物
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ
の
用
途
は
、
水
を
汲
ん
だ
り
、
菜
物
を
洗
う
に
用
い
る
容
器
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

麻
笥
類
の
な
か
で
は
異
質
の
麻
笥
盤
な
る
名
称
が
あ
る
。
こ
れ
も
形
状
は
不
明
だ
が
、
「
内
膳
司
式
」
年
料
に
「
麻
笥
盤
十
ニ
口
翻
温

⑮
 

知
靡
醤
」
と
あ
る
内
容
か
ら
、
漬
物
を
つ
け
る
の
に
用
い
る
、
あ
る
い
は
滓
醤
・
未
醤
を
入
れ
る
容
器
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
材
質

は
、
「
大
膳
司
式
」
に
「
陶
麻
笥
盤
」
と
み
え
る
か
ら
木
製
の
麻
笥
盤
を
認
め
て
よ
い
。
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次
に
容
量
記
載
の
麻
笥
は
、
水
麻
笥
頸
―
―
-
（
縫
殿
寮
式
）
•
水
麻
笥
頭
声
斗
（
内
匠
寮
式
）
•
水
冦
麻
笥
紐
二
（
内
匠
寮
式
）
•
水
麻
笥
頭
年
斗
（
典
薬

寮
式
）
．
桶
頸
ー
（
主
水
司
式
）
の
五
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
容
量
か
ら
い
ず
れ
も
相
当
大
型
と
認
め
ら
れ
、
お
そ
ら
く
貯
水
（
蔵
）
用
に
使
用

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

法
量
記
載
の
麻
笥
は
前
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
法
量
に
対
応
す
る
名
称
と
し
て
小
麻
笥
・
大
麻
笥
な
ど
が
あ
る
。

麻
笥
の
生
産
地
を
推
定
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
「
主
計
式
」
に
「
凡
左
右
京
五
畿
内
国
調
」
、
「
凡
諸
国
輸
調
」
、
「
摂
津
国
調
」
と
し
て
、

麻
笥
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
麻
笥
の
製
作
が
五
畿
内
、
殊
に
摂
津
国
に
限
定
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
主
要
生
産
地
を
示
す

一
応
の
目
安
と
な
ろ
う
。

以
上
、

『
延
喜
式
』
記
載
の
笥
と
麻
笥
と
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
い
ま
―
つ
両
者
の
材
質
・
構
造
・
用
途
に
つ
い
て
明
確
に
し
得

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同
書
が
そ
れ
ら
の
詳
細
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
や
遣
例
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
関
わ
っ
て
お
り
、
文
献
記

載
の
器
物
名
と
遣
例
と
の
照
合
は
難
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
中
世
期
の
資
料
を
参
考
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
っ
て
も
、
在
銘
遺
例
が
あ
れ
ば
、
一
つ
の
基
準
作
例
と
な
る
の
だ
が
、

そ
れ
も
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
湯
合
、
絵
巻
物
が
最
も
有
効
で
あ
り
、
描
か
れ
る
器
物
の
利
用
形
態
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
用
途
・
構
造
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
逆
に
名
称
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

前
述
し
た
ご
と
く
、
笥
と
麻
笥
は
い
ず
れ
も
一
応
円
筒
形
器
物
と
認
識
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
材
質
や
素
地
の
構
成
は
、
曲

物
、
剖
り
物
、
挽
き
物
、
あ
る
い
は
細
長
い
板
を
縦
に
並
べ
て
円
筒
形
の
側
を
つ
く
り
、
底
板
を
は
め
て
籍
で
し
め
た
、
い
わ
ゆ
る
桶
物
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
（
こ
れ
は
桶
に
対
す
る
今
日
の
認
識
で
あ
り
、
小
稿
で
は
そ
う
し
た
技
法
を
桶
造
構
造
と
呼
ん
で
お
く
）
。
桶
造
構
造
の
器
物
を
桶
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
中
世
後
期
か
ら
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。
因
み
に
、
結
桶
師
な
る
職
業
的
名
称
の
成
立
も
そ

の
頃
で
あ
り
、
遺
物
そ
の
も
の
も
中
世
期
の
遺
跡
に
お
い
て
は
じ
め
て
出
土
し
て
い
る
。
絵
画
資
料
中
、
鎌
倉
後
期
の
『
直
幹
申
文
絵
詞
』

四
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「
鈴
合
子
」
で
あ
る
。
檜
材
の
曲
物
で
、
蓋
は
欠
失
し
て
い
る
。
底
板
の
裏
に
「
承
和
四
年
十
月
十
日

勘
定
鈴
数
百
口

ロ
」
と
の
墨
書
銘
が
あ
り
、
現
在
も
鈴
百
三
十
五
口
を
納
め
て
い
る
鈴
を
入
れ
る
容
器
で
あ
る
。
こ
れ
の
名
称
は
鈴
笥
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
か
も
知
れ
な
い
。

女
性
が
糸
を
つ
む
ぎ
、
そ
れ
を
曲
物
の
容
器
に
入
れ
る
情
景
が
、
『
信
貴
山
縁
起
』
（
図
4
)
、
『
石
山
寺
縁
起
』
、
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
に

そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
描
か
れ
て
い
る
。
今
日
、
麻
糸
｀
‘
つ
く
り
を
苧
績
み
、
麻
糸
さ
が
し
と
い
い
、
苧
を
粉
糖
で
煮
て
両
手
で
揉
ん
だ
り
、
軽

図4 つむいだ糸を曲物容器に入れる図

『信貴山縁起』（新修日本絵巻物全集）から転写

円
筒
形
器
物
を
最
も
迅
速
に
か
つ
大
量
に
な
し
得
る
の
ほ
曲
物
で
あ
る
。
曲
物

と
は
、
檜
や
杉
な
ど
の
薄
い
材
を
円
形
・
楕
円
形
・
方
形
・
長
方
形
に
曲
げ
て
、

合
せ
目
を
桜
や
白
樺
の
皮
を
薄
く
細
く
し
た
も
の
で
縫
い
合
せ
て
固
定
し
、
底
板

を
つ
け
て
成
形
し
た
容
器
の
こ
と
で
、
舘
物
と
も
書
く
。
曲
物
は
す
で
に
奈
良
時

代
以
前
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
歴
史
は
相
当
に
古
く
、
極
め
て
多
彩

に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
平
安
期
の
生
活
風
俗
資
料
を
豊
富
に
提
供
し
て
く
れ
る

贔
貴
山
縁
起
』
に
は
多
く
の
生
活
器
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
過
半
数
が

曲
物
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
他
の
絵
巻
物
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
曲
物
の
日
常
生
活
に
占
め
る
比
重
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
絵

巻
物
に
描
か
れ
る
曲
物
の
種
類
と
用
途
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岩
井
宏
実
氏
の
貴

R
 

重
な
労
作
「
曲
物
の
用
途
」
に
詳
細
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
小
稿
に
関
わ
る
幾

つ
か
を
み
て
み
た
い
。
な
お
、
曲
物
の
最
古
の
在
銘
遣
例
は
、

う〇 は
ヽ

に
描
か
れ
る
例
を
も
っ
て
初
見
と
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
平
安
以
前
ま
で

桶
は
桶
造
構
造
の
器
物
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
が
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ

正
倉
院
南
倉
の

預
諸
天
連
昨
万
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図5 水ヲケの用例 『扇面法華経』から転写

く
叩
き
つ
け
る
と
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ぐ
れ
る
の
で
、
指
先
で
細
く
さ
き
、

だ
糸
を
た
め
て
お
く
の
が
苧
桶
で
、

ロ
に
く
わ
え
て
端
を
よ
り
合
せ
て
つ
な
い
で
お
く
。
こ
う
し
て
績
ん

オ
ゴ
サ
・
ミ
ヨ
ン
ケ
・
オ
ン
ゲ
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
か
か
る
作
業
の
伝
統
は
、
絵
巻
物
の
成
っ
た
時

代
に
遡
っ
て
認
め
ら
れ
る
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
『
万
葉
集
』
の
「
麻
苧
ら
を
麻
笥
に
多
に
績
ま
ず
と
も
明
日
来
せ
さ
め
や
い
ざ
せ
小
床
に
」

と
歌
わ
れ
た
状
況
を
、
実
に
こ
う
し
た
作
業
情
景
の
図
に
設
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
描
か
れ
る
曲
物
の
容
器
こ
そ
、
ま
さ
に
麻
笥

そ
の
も
の
で
あ
る
。
が
、
曲
物
容
器
そ
の
も
の
は
、
他
の
用
法
の
曲
物
と
何
ら
相
違
す

る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
用
途
に
応
じ
て
生
ま
れ
た
名
称
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
水
を
入
れ
る
用
途
と
し
て
の
曲
物
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
多
様
に
み
ら
れ

る
。
初
期
の
例
と
し
て
二
、
三
あ
げ
れ
ば
、
「
扇
面
法
華
経
」
（
図
5
)

下
絵
の
井
戸
端

の
場
で
は
、
中
央
の
井
桁
の
上
に
、
廻
し
の
側
板
の
間
に
桟
を
入
れ
て
補
強
し
た
曲
物

が
あ
り
、
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
上
げ
る
用
途
の
曲
物
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
の
女
が
井

戸
か
ら
汲
み
上
げ
た
水
を
や
は
り
曲
物
に
入
れ
て
頭
上
に
い
た
だ
い
て
い
る
。

『
信
貴

山
縁
起
』
第
三
巻
信
濃
の
尼
が
弟
命
蓮
の
消
息
を
求
め
る
場
で
は
、
女
が
井
戸
か
ら
水

を
汲
み
上
げ
、
そ
れ
を
曲
物
の
容
器
に
入
れ
、
別
の
女
は
、
洗
濯
場
で
水
の
入
っ
た
曲

物
か
ら
、
同
じ
曲
物
の
柄
杓
で
水
を
汲
ん
で
足
元
の
布
に
水
を
か
け
つ
つ
踏
み
洗
い
し

て
い
る
図
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
水
を
入
れ
る
用
例
は
極
め
て
多
く
み
ら
れ
る
が
、

そ
の
用
法
の
曲
物
を
水
麻
笥
と
呼
び
た
い
。
同
じ
水
の
容
器
と
い
っ
て
も
、
闘
伽
水
を

入
れ
る
場
合
は
、
闊
伽
桶
の
名
称
が
あ
る
し
、
水
麻
笥
の
曲
物
と
苧
桶
の
曲
物
、
あ
る

い
は
他
の
用
途
の
曲
物
と
の
間
に
形
態
上
の
相
違
や
技
術
上
の
差
異
は
な
い
か
ら
、
同

一
器
物
で
も
用
途
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
石
山

寺
縁
起
』
に
は
、
立
ち
上
り
の
低
い
扁
乎
な
曲
物
の
容
器
で
女
性
が
洗
濯
を
し
て
い
る
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の
底
を
子
細
に
観
察
す
る
と
、
漆
塗
の
剣
落
が
あ
り
、
木
目
の
流
れ
が
わ
か
り
、
そ
れ
の
一
部
分
に
、
明
ら
か
に
木
目
の
異
る
接
合
個
所
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
同
材
か
別
材
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
木
を
剖
り
抜
い
て
成
形
し
た
楷
造
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
今
日
い
う

と
こ
ろ
の
桶
造
り
で
は
な
い
。
私
は
こ
れ
を
桶
造
構
造
に
先
行
す
る
寄
木
造
り
構
造
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
、
本
遺
例

な
お
、
桶
造
構
造
器
物
の
発
達
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
二
つ
の
所
見
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る

の
で
、
そ
こ
で
改
め
て
述
べ
て
み
た
い
。

以
上
、
『
延
喜
式
』
記
載
の
笥
と
麻
笥
と
に
つ
い
て
大
雑
把
に
観
察
し
て
き
た
が
、
考
証
不
十
分
で
意
の
尽
せ
ぬ
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

こ
の
試
み
は
器
物
考
証
の
い
わ
ば
基
礎
的
作
業
で
あ
る
か
ら
今
後
一
っ
―
つ
考
証
・
補
訂
を
加
え
て
研
究
の
一
助
と
も
な
れ
ば
と
考
え
て
い

は
注
目
す
べ
き
器
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 図6 菜桶 重要美術品

情
景
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
「
主
計
式
」
の
「
麻
笥
吃
和
宰
研
」
の
記
載
か

ら
推
定
で
き
る
形
状
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
類
推
し
得
る
器
物
も
あ
ろ
う

と
思
う
が
、
確
実
に
押
さ
え
る
器
物
の
み
を
あ
げ
て
み
た
。
そ
し
て
、
平
安
末
ー
中

世
期
の
絵
巻
物
は
、
そ
の
描
か
れ
た
時
期
よ
り
以
前
の
生
活
風
俗
を
示
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
器
物
用
途
は
伝
統
的
形
態
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
桶
の
遺
例
を
一
例
あ
げ
て
お
く
（
図
6
)
。
胴
部
上
下
二
段
に
必
舞
を
め
ぐ
ら

し
、
鍬
形
状
に
作
り
出
し
た
提
げ
手
を
つ
け
る
器
物
で
、
底
裏
に
「
菜
桶
廿
四
口
之

徳
治
二
年
(
-
三

0
七
）
七
月
日
」
の
朱
漆
銘
が
あ
り
、
こ
れ
が
そ
え
も
の
を

盛
る
用
途
の
菜
桶
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
本
例
は
桶
の
最
古
の
在
銘
遺
例
で
あ
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
素
地
構
造
上
、
極
め
て
重
要
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
桶
造
構
造
へ
と
発
展
す
る
技
法
上
の
特
徴
で
あ
る
。
内
外
共
に
朱
と
黒
漆
と

で
塗
り
分
け
て
い
る
の
で
正
確
な
素
地
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
胴
部

内
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④ ③ ②
 

①註
る
。
大
方
の
御
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
。

な
お
、
小
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
多
く
の
方
々
に
御
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
写
真
の
掲
載
に
つ
い
て

は
、
春
日
大
社
に
御
配
慮
を
賜
っ
た
。
厚
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

拙
稿
「
延
喜
式
記
載
の
木
漆
器
に
つ
い
て
1

盤
・
椀
・
折
敷
・
樽

・
酒
海
ー
」
（
闘
更
g

先
生
『
日
本
史
論
叢
』
所
収
）
。

天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
二
十
九
日
造
石
山
院
所
解
案
誌
嗜
（
『
大

日
本
古
文
書
』
十
六
）
。

（略）

雑
食
器
九
十
六
物

大
笥
廿
合
盤
代
笥
舟
口

折
栂
十
合
庶
笥
六
口

笥
坪
冊
口
已
上
持
夫
三
人

（略）

許｝
P
拾
陸
人

口
物
器
玖
拾
陸
物

大
笥
廿
合
エ
四
人
人
別
五
合

笥
坪
冊
ロ
エ
三
人
人
別
十
三
ロ

盤
代
笥
廿
ロ
エ
ニ
人
々
別
十
ロ

麻
笥
六
ロ
エ
ニ
人
半
人
別
ニ
ロ

折
槙
十
合
エ
四
人
半
人
別
二
合

（
以
下
略
）

『
古
代
歌
謡
集
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
3
)
。

印
笥
は
大
神
宮
印
を
納
め
た
も
の
。
印
笥
の
銘
文
は
伊
勢
神
宮
所
在

⑧ ⑦ ⑥ ⑤
 

の
金
石
文
中
、
最
古
で
あ
る
。
『
神
宮
名
品
図
録
』
（
神
宮
徴
古
館
農

業
館
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
「
大
神
宮
印
は
大
神
宮
司
の
公
印
で
、
太

神
宮
諸
雑
事
記
に
は
天
平
十
一
年
十
二
月
初
鋳
、
宝
亀
三
年
焼
亡
、

斉
衡
三
年
二
月
再
鋳
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
延
長
七
年
七
月
廿
一
日
付

東
大
寺
所
蔵
古
文
書
の
印
影
と
は
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
現
存

品
は
延
長
以
後
に
鋳
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
印
笥
と

い
う
名
称
と
形
状
も
天
平
期
ま
で
遡
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な

い
が
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
の
笥
と
し
て
貴
重
な
在
銘
遺
例
で
あ

る。『
群
書
類
従
』
第
十
六
輯
巻
第
四
七
〇
。
な
お
『
類
豪
雑
要
抄
』

そ
の
も
の
の
研
究
に
つ
い
て
は
岡
田
譲
「
『
類
豪
雑
要
抄
』
と
そ
の

調
度
」
（
『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
第
二
号
）
に
詳
細
で
あ
る
。

『
江
家
次
第
』
巻
第
十
七
東
宮
御
元
服
の
条
。

『
西
宮
記
』
巻
十
一
天
皇
元
服
儀
の
条
。

『
西
宮
記
』
巻
十
一
皇
太
子
元
服
の
条
。
な
お
、
平
安
期
に
お
け

る
唐
櫛
笥
の
高
い
位
置
は
次
の
事
例
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
寛
仁
二

年

(
1
0
一
八
）
、
土
御
門
殿
寝
殿
造
営
の
際
、
調
度
品
の
厨
子
・

屏
風
・
韓
潰
等
の
一
切
は
源
頼
光
に
よ
っ
て
献
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の

な
か
に
唐
櫛
笥
二
具
も
含
ま
れ
て
お
り
、
室
内
調
度
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
六
月
廿

日
条
）
。

- 36 -



⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ 

「
春
日
大
社
行
幸
歴
代
記
」
（
『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
三
十
七
）
。

『
正
倉
院
の
漆
エ
』
。

『
闘
疇
麟
饂
名
品
図
録
』
第
一
集
。

拙
稿
前
掲
書
、
例
え
ば
盤
類
は
径
、
椀
類
は
径
・
深
の
法
量
単
位
で

示
さ
れ
る
。

『
江
家
次
第
』
巻
第
一
。

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
そ
の
他
諸
字
書
。
な
お
参
考
の
た
め
、

新
井
白
石
『
東
雅
』
巻
之
十
一
の
笥
の
解
釈
を
あ
げ
て
お
く
。
「
笥

ヶ
倭
名
紗
木
器
の
部
に
、
礼
記
注
を
引
て
、
笥
は
盛
食
器
也
と
注

し
た
り
。
我
国
の
俗
、
飯
を
盛
る
器
を
呼
び
て
ヶ
と
い
ひ
し
物
は
、

漠
に
い
ふ
所
の
如
く
竹
器
也
と
は
見
え
ず
。
唯
其
字
の
盛
食
器
也
と

見
え
し
を
取
り
て
、
読
み
て
ヶ
と
な
し
た
る
也
。
（
説
文
に
、
笥
は

飯
及
衣
之
器
と
見
え
、
広
韻
に
ほ
竹
器
、
円
日
鐵
、
方
曰
笥
と
見
え

た
り
。
）
さ
れ
ば
倭
名
紗
に
も
、
笥
を
ぱ
木
器
類
に
載
た
り
し
也
。

（
下
略
）
」
。

『
日
本
一
二
代
実
録
』
巻
四
、
貞
観
二
年
五
月
十
一
日
条
に
「
天
皇
及

皇
太
夫
人
、
以
米
六
百
斜
、
監
舟
五
斜
、
醒
舟
二
斜
、
楔
子
一
千
五

百
枚
、
横
飯
四
十
合
、
笥
飯
五
百
合
、
萎
飯
一
万
六
千
九
百
六
十
枚
、

海
藻
三
万
三
千
三
百
斤
、
新
銭
一
十
二
万
五
千
文
、
施
僧
尼
優
婆
塞

優
婆
夷
及
隠
居
飢
窮
之
輩
二
万
九
千
六
百
七
十
四
人
」
と
あ
り
、
笥

が
飯
器
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
群
害
類
従
』
巻
三
六
四
゜

帝
室
博
物
館
『
正
倉
院
御
物
図
録
』
第
八
輯
、
第
一
五
輯
。

諸
橋
轍
次
『
大
漠
和
辞
典
』
巻
七
゜

小
林
行
雄
『
続
古
代
の
技
術
』
。

江
坂
輝
弥
編
『
古
代
史
発
掘
』

2

羅
文
土
器
と
貝
塚
。

⑳ ⑳ 

例
え
ば
、

用
度
帳
゜

例
え
ば
、

解
案
。

⑳
例
え
ば
、

解。

⑳
⑬
に
同
じ
。

⑮
『
西
宮
記
』
巻
十
一
。

⑳
『
平
安
遺
文
』
―

-0号
「
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」
。

⑰
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
。

⑳
例
え
ば
、
『
倭
訓
栞
』
で
は
「
水
桶
を
い
ふ
も
令
義
解
に
女
神
に
は

麻
笥
を
奉
る
と
い
ふ
に
、
水
桶
を
書
せ
れ
ば
、
其
似
ひ
る
よ
り
称
す

る
成
べ
し
、
延
喜
式
に
水
麻
笥
、
小
麻
笥
と
見
え
た
り
、
今
も
東
国

の
桶
は
庶
笥
の
如
く
、
木
を
屈
め
て
囲
と
し
、
樺
を
も
て
縫
た
る
」

と
あ
り
、
『
安
斎
随
筆
』
に
は
「
延
喜
式
に
は
桶
の
事
を
麻
笥
と
書

た
り
」
と
あ
り
、
麻
笥
と
桶
を
同
一
に
扱
っ
て
い
る
。
白
石
の
『
東

雅
』
巻
之
十
一
で
も
「
桶
ヲ
ケ
倭
名
紗
に
蒋
紡
切
韻
を
引
て
、
桶

は
ヲ
ケ
、
汲
水
於
井
之
器
也
、
俗
に
火
桶
水
桶
莱
桶
腰
桶
等
之
名
あ

り
と
注
せ
り
。
ヲ
ケ
と
は
、
ヲ
は
麻
也
、
ケ
は
笥
也
。
延
喜
式
に
、

庶
笥
と
し
る
さ
れ
し
も
の
是
也
。
此
物
の
始
、
績
レ
麻
器
よ
り
起
り

し
か
ば
、
水
火
之
桶
の
如
き
を
も
、
皆
呼
び
て
ヲ
ケ
と
い
ひ
し
也
。

其
制
の
如
き
も
、
二
式
あ
り
。
板
を
合
せ
て
囲
と
な
し
、
束
ぬ
る
に

竹
籐
を
も
て
す
る
と
、
木
を
屈
め
て
囲
と
な
し
、
縫
ふ
に
樺
皮
を
も

て
す
る
と
、
井
に
底
を
下
に
設
く
る
も
の
也
」
と
あ
る
。

『
続
群
書
類
従
』
第
十
輯
上
。

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
。

⑫ ⑳ 

『
大
日
本
古
文
書
』
四
、
天
平
勝
宝
八
年
越
前
国
用
使

『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
、
天
平
宝
字
六
年
造
石
山
院
所

『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
、
天
平
宝
字
六
年
造
石
山
院
所
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『
緬
群
書
類
従
』
巻
第
一
。

『
群
書
類
従
』
巻
第
六
゜

『
春
日
大
社
古
神
宝
宝
物
図
録
』
（
春
日
大
社
々
務
所
発
行
）
。
な

お
、
左
大
臣
藤
原
頼
通
の
春
日
社
参
日
記
で
あ
る
「
春
日
詣
部
類
記

（
『
続
群
書
類
従
』
第
二
輯
下
巻
第
四
十
四
）
に
「
御
春
日
詣
神
宝

目
録
」
と
し
て
、
金
銀
幣
・
御
鏡
・
弓
・
箭
．
鉾
・
剣
・
神
馬
等
と

共
に
、
麻
笥
一
口
譴
線
柱
一
本
同
の
名
称
が
記
載
さ
れ
、
奉
献
神

宝
類
中
不
可
欠
な
器
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

江
戸
期
の
正
遷
宮
神
宝
目
録
に
は
、
麻
笥
と
線
柱
の
名
称
は
消
失
し

て
い
る
。
桶
の
語
句
ほ
徴
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
鏡
を
納
め
る
用
途

に
使
わ
れ
て
い
る
（
『
春
日
神
社
文
書
』
）
。

⑭
⑨
に
同
じ
。

R
関
根
真
隆
著
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
滓
醤
に
つ
い

て
「
カ
ス
の
多
少
交
っ
た
醤
、
糟
交
醤
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ

R R R 

R 

た
ろ
う
か
。
ま
た
醤
造
法
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
原
料
の
―
つ
に

酒
が
あ
る
が
、
そ
の
酒
の
代
り
に
酒
滓
を
用
い
た
も
の
が
滓
醤
で
あ

っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
説
に
い
わ
ゆ
る
も
ろ
み
の
段
階
の

も
の
と
い
う
」
と
の
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
福
尾
猛
市
郎
「
日
本

直
の
「
醤
」
の
性
質
に
つ
い
て
（
『
福
尾
猛
市
郎
日
本
史
選
集
』
）

で
は
、
『
延
喜
式
』
そ
の
他
諸
史
料
に
よ
り
、
醤
．
滓
醤
・
醤
滓
の

―
―
一
段
階
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
醤
は
「
液
体
と
し
て

抽
出
さ
れ
た
醤
油
」
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
下
等
な
も
の
と
し
て
の
滓

醤
は
「
諸
材
料
の
混
和
し
た
ま
ま
未
だ
搾
ら
な
い
所
謂
も
ろ
み
の
段

階
の
も
の
」
で
、
醤
滓
は
「
滓
醤
か
ら
醤
油
を
抽
出
し
た
残
滓
」
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
。
未
醤
は
、
い
わ
ゆ
る
ミ
ソ
の
こ

と
で
あ
る
。

岩
井
宏
実
「
曲
物
の
用
途
」
（
『
大
阪
市
立
博
物
館

十
冊
）
。

研
究
紀
要
』
第
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